
坂戸市監査委員告示第２号 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規

定により、その結果を次のとおり公表する。 

令和８年２月２６日 

 

坂戸市監査委員  関 口 万須美 

同             森 田 文 明  

 

１ 監査基準に準拠している旨 

監査委員は、坂戸市監査基準（令和２年坂戸市監査委員告示第４号）に準拠し

て監査を行った。 

 

２ 監査の実施期日及び対象 

実施期日 令和８年１月２６日 

【所管課】 

所管課 該当施設等 

施設管理課 指定管理者制度（選定方法等） 

障害者福祉課 勝呂福祉作業所 

市民生活課 坂戸駅前集会施設 

 

【指定管理者】 

指定管理者 指定管理施設 

合同会社ラボリ 勝呂福祉作業所 

株式会社新明 坂戸駅前集会施設 

 

３ 監査の着眼点 

公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納、その他の事

務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われているかを監査する。 

 

４  監査事項 

（１）所管課 

指定管理業務の履行確認及び指定管理者に対する指導監督の状況等 

 



（２）指定管理者 

指定管理業務に関する出納及びその他事務の執行状況等 

 

５ 監査の概要 

（１）所管課 

行政委員会室において監査を実施し、公の施設の管理を行わせる団体の指定

が、法や条例等の根拠に基づいているか、協定書に必要事項が適正に記載され

ているかなどの監査を行った。 

 

（２）指定管理者  

当該施設において関係法令の定めるところにより、適切に管理されているか、

協定書に基づく業務の履行は適切に行われているか、公の施設の収支会計経理

は適正になされているかなどの監査を行った。 

 

６  監査結果  

（１）所管課  

施設管理課においては、指定管理者団体の選考等に係る手続きが、法令に基

づき適正に選出されていると認められ、障害者福祉課及び市民生活課において

は、協定書に基づき指定管理業務に係る履行確認、指導監督について、総体的

には概ね適正に行われていると認められた。 

 

（２）指定管理者  

指定管理施設の管理状況、事業の実施状況及び会計処理等、概ね適正に行わ

れていると認められた。 


